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は じ め に

　私たちが暮らすふるさと秋田は、世界自然遺産である白神山地や奥羽山脈、鳥海山など

の山々に抱かれ、四季折々の美しい自然や時の流れを感じながら、豊かな暮らしが営める

自然環境を有しており、県民一人ひとりが、これまで連綿と守り続けてきた美しい景観な

ど有形無形の財産を、未来の子供たちに手渡していかなければなりません。

　このため、県では、平成26年３月に「秋田県環境教育等に関する行動計画」を策定し、

５０年後の県民に贈る「水と緑の秋田」づくりを掲げ、持続可能な社会づくりに主体的に

参画できる人材を育成するため、企業や団体、県民のご理解とご協力をいただきながら、

学校教育や社会教育等のあらゆる場面で、環境教育を推進してまいりました。

　こうした中、2015年（平成27年）の国連総会において、「持続可能な開発のための

２０３０アジェンダ」が採択され、世界が抱える諸課題を経済、社会、環境の側面から統

合的に解決するため、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）として17のゴールが設定されると

ともに、2016年（平成28年）には、我が国おいて、「ＳＤＧｓ実施指針」が策定され、気

候変動の軽減や海洋保全などＳＤＧｓの達成に向けて、国際的な取組が進められておりま

す。

　こうした環境を含めた大きな変化を受け、環境保全活動や環境教育を幅広く推進するた

め、ＳＤＧｓの考え方を取り入れるとともに、その基礎となる「持続可能な開発のための

教育（ＥＳＤ）」の視点にも重点を置いた「第２次秋田県環境教育等に関する行動計画」

を策定しました。

　今後、本計画に基づき、ＥＳＤとともに本県の特色である「ふるさと教育」を踏まえた

各種施策を推進してまいりますので、県民の皆様におかれましては、家庭や学校、職場、

地域など、あらゆる場において環境問題に関心を寄せていただくとともに、環境に配慮し

た行動の実践が、生活の質を高めることにつながることを意識しながら、環境保全活動に

取り組まれることをお願い致します。

　結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見、ご提言をいただきました環境教育等推

進協議会の委員各位、県民の皆様に心から感謝を申し上げます。

　令和３年３月

秋田県知事  佐竹　敬久
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計画の策定に当たって 第1章

１　計画策定の背景
　	　県では、1989年（平成元年）３月に「『あきたの特性を活かした快適な環境』を求めて～
秋田県における環境教育のあり方～」を、2006年（平成18年）５月には「秋田県環境保全活
動・環境教育基本方針」を策定し、環境教育に係る様々な施策を実施してきました。
　	　2014年（平成26年）３月には、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」
（以下「法」という。）の規定に基づき2012年（平成24年）６月に閣議決定された「環境保
全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」
（以下「国の基本方針」という。）を踏まえ、これまでの県の環境教育に係る基本方針に替え
て、新たに「秋田県環境教育等に関する行動計画」を策定し、環境保全活動や環境教育の推進
と地域の環境を大切にしていく取組を県民運動として展開してきました。
　	　この間、国は、環境教育等を取り巻く国内外の状況の変化を踏まえ、2018年（平成30年）
６月に従前の国の基本方針を変更しましたが、この中では今後の環境教育の取組の方向性とし
て「持続可能な社会づくりへの主体的な参加」と「体験活動」の促進が重要とされました。
　	　今年度は、「秋田県環境教育等に関する行動計画」の計画期間の最終年度に当たることか
ら、本県におけるこれまでの取組を総括するとともに、国の基本方針を踏まえ、新たに「第２
次秋田県環境教育等に関する行動計画」を策定するものです。

２　計画の目的及び位置付け
　	　本計画は、法第８条の規定に基づく本県における行動計画として、また、第３次秋田県環境
基本計画の「環境教育、環境学習の推進」に係る施策を具体化する個別計画として位置付け、
良好な環境の保全のための取組を促進していくため、環境保全の意欲の増進、環境教育・環境
学習及び各主体の協働による取組の推進を目的とします。

３　計画の期間
　	　本計画の期間は、上位計画である第３次秋田県環境基本計画と整合を図るため、2021年度
（令和３年度）から2030年度（令和12年度）までの10年間とします。
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　	　秋田県の豊かで美しい自然を保全、育成するとともに、環境への負荷の少ない物質循環を基
調とした、地域社会を維持し、経済を活性化することができる持続可能な社会をつくるため、
その基盤となる県民の環境保全活動や環境教育を推進していきます。とりわけ、環境教育の推
進に当たっては、「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」の視点が重要であり、学校教育
においては本県が推進する「ふるさと教育」を踏まえていきます。
　	　環境保全活動や環境教育の取組は、「気付き」を出発点とすることが大切です。自然体験や
社会体験等を通じて「気付き」を促し、日々の暮らしと環境との関わりへ関心を持つととも
に、地域の歴史や文化に理解を深め、課題（問題）解決へ向けた知識と技能を身に付け、環境
保全のためになすべきことを自ら考え、それを「行動」につなげていけるようにします。
　	　また、経済・社会・環境が相互に関わり合う現代の課題にあっては、関連する課題を統合的
に解決する「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」という考え方を取り入れていくことが求めら
れていることに留意します。

●持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について

（出典：外務省資料から抜粋）

基本的な事項第2章
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（出典：文部科学省	日本ユネスコ委員会
「ユネスコスクールで目指すSDGs持続可能
な開発のための教育（ESD）」から抜粋）

●持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）と秋田県のふるさと教育の関連性について
ＥＳＤ（Education for Sustainable Development）

　人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確
保できるよう、気候変動、生物多様性の喪失、資
源の枯渇、貧困の拡大等、人類の開発活動に起因
する現代社会における様々な問題を、各人が自ら
の問題として主体的に捉え、身近なところから取
り組むことで、それらの問題の解決につながる新
たな価値観や行動等の変容をもたらし、もって持
続可能な社会を実現していくことを目指して行う
学習・教育活動である。

（出典：H28.3ＥＳＤ国内実施計画から抜粋）

互いに関連

秋田県のふるさと教育

　ふるさと教育は、人間としてのよりよい生き方を求めて昭和61年度から取り組んできた「心の教
育」の充実・発展を目指したものであり、平成５年度から学校教育共通実践課題として推進してきて
いる。
　（ふるさと教育の推進による現代的な諸課題への対応）

　ふるさと教育の趣旨を生かして展開される学習活動は、幼児児童生徒の学習意欲を高め、グ
ローバル化や情報化、少子高齢化等に対応し、主体的に問題解決に取り組もうとする態度を育て
る。
　また、ふるさとを舞台として行われる自然体験やボランティア活動等の社会体験、ふるさと教
育の趣旨を生かして行われる各教科等の学習を通して、幼児児童生徒がふるさとの実相に思いを
めぐらせ、国際理解、人権、防災、情報、環境、福祉・健康等の横断的・総合的な課題を自らの
問題として受け止めることができるようにする。
　さらに、変化の激しい社会の中で、心豊かに生きるためのコミュニケーション能力や表現力、
情報活用能力等を高めるとともに、自らが生まれ育ったふるさとに愛着をもち、周囲と調和を保
ちながら誇り高く生きる態度を養っていく。

（出典：秋田県教育委員会　令和２年度学校教育の指針から抜粋）
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●ＳＤＧｓとＥＳＤの関連性について
　	　教育はＳＤＧｓの目標４に位置付けられてお
り、ＥＳＤは目標４の中のターゲット4.7に記
載されています。しかし、教育については、
「教育が全てのＳＤＧｓの基礎」であり、「全
てのＳＤＧｓが教育に期待」している、とも言
われています。特に、ＥＳＤは持続可能な社会
の担い手づくりを通じて、17全ての目標の達
成に貢献するものです。

１　環境保全のために求められる人間像と育むべき能力
　	　本県では、環境教育を通じて、人間と環境との関わりについての理解を深め、環境やいのち
を大切にする心を育み、自らの責任ある行動をもって、持続可能な社会づくりに主体的に参加
できる人の育成を目指します。

求められる人間像
・	知識の習得にとどまらず、自ら考え、公正に判断し、主体的に行動し、成果を導
き出すことのできる人間
・	他者の痛みに共感し、共に働き、汗を流すとともに、協働することのできる人間
・	理想とする社会像を自ら描き、それぞれの立場と役割で社会づくりを担っていけ
る人間	等

未来を創る力
・	課題を発見・解決する力
・	客観的・論理的思考力と判断力･選択力
・	他者に働きかけ、共通理解を求め、協力し
て行動する力	等

育むべき能力
環境保全のための力
・	地球規模及び身近な環境の変化に気付く力
・	資源の有限性や自然環境の不可逆性を理解
する力
・	行動する力	等

（	出典：文部科学省	日本ユネスコ委員会「ユ
ネスコスクールで目指すSDGs持続可能な
開発のための教育（ESD）」から抜粋）
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２　環境教育に求められる要素と手法
　	　環境教育は、家庭、学校、職場、地域等の様々な場において、様々な内容で行われています
が、共通の基礎的要素として、次のことを重視していきます。

　◯ 　人間と地球環境との関わり、環境に関連する人間と人間との関わりを学ぶことが大切であ
ること

　◯　環境に関わる問題を客観的かつ公平な態度で捉えること
　◯ 　ライフサイクルの視点で環境負荷を捉えること
　◯ 　豊かな環境とその恵みを大切に思う心を育むこと
　◯ 　いのちの大切さを学ぶこと

　	　環境教育の実践においては、学習の参加者から引き出した「気付きや疑問」を基に課題等を
設定し、問題を解決していくプロセスにおいて、参加者同士、あるいは参加者と指導者等が行
う対話や議論を通して学びを深めていくことが重要です。
　	　環境教育の実践手法としては、自然体験はもとより、社会体験や生活体験、さらには自分の
世界と違った世界をつなぐという視点を含めた交流体験等の「体験活動」を実施していくこと
とします。この時、体験活動を通じた学びを実践する者は、活動に遊びや創造性の要素があり
楽しいと感じられること、感性を働かせて自ら考え、自身の考えや学びの結果を他者と共有す
るプロセスを設けること、学び合いを促進するファシリテーションを行うこと等に留意する必
要があります。
　	　また、地域から地球規模で考える視点も取り入れていくことが大切です。
　	　なお、体験活動の実施に当たっては、地域の自然や文化についてはもとより、民間の「体験
の機会の場」や地方自治体が所有する社会教育施設等を積極的に活用します。

３　発達の段階・世代に応じた取組
　	　環境教育は、あらゆる場と機会を通じて、環境問題解決のための能力等を育成し、行動に結
び付くような人材を育てるという視点で行われることが必要です。その実施に当たっては、発
達の段階や世代、生活の在り方等、個に応じた学習内容や進め方が大切です。また、環境教育
の継続性を維持するため、世代間の交流を促進することも必要です。
　	　県では、「体験活動を通じて学び、考える」機会の提供を基本として、学校教育においては
学習指導要領を踏まえ、発達の段階に応じた取組を実施していきます。

４　各主体に期待される役割
　	　県民、民間団体、事業者等の各主体は、それぞれが問題意識や使命感を持って環境保全活動
を行っており、異なる得意分野やそれぞれ独自の特色を持っていることから、環境保全活動や
環境教育を幅広く推進するに当たっては、お互いの立場を尊重し、それぞれの持つ能力を生か
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し、適切な役割分担の下に実施していく必要があります。
　	　また、環境保全活動や環境教育等を体系的に推進するためには、単独の主体では限界がある
ため、各主体が互いに連携・協力して取り組むこと（協働）によって、その効果を高めること
が可能となります。このことから、協働に当たっては、各主体がお互い対等な立場であるとの
認識の下、情報を公開し、相互に理解する姿勢で取り組み、信頼を醸成していくことに留意す
る必要があります。

○県民
　�　環境問題に関心を持ち、日頃から環境に配慮した行動を取るととも
に、環境保全活動に自ら継続して取り組むこと、また、各団体等の実施
する活動への参加や協力を通じて、新たな「気付き」を得て、環境問題
への理解を深め、環境学習に取り組むことが大切です。

○民間団体
　�　それぞれの持つ能力や資源を生かし、他の主体の活動に理解を示しな
がら、環境保全活動や環境教育に取り組むことが期待されます。

○事業者
　�　事業活動に伴う環境負荷の低減に努め、地域の一員として環境保全活
動に取り組むとともに、その前提として、従業員に環境教育を行うこと
が期待されます。

○市町村
　�　住民と最も身近で深い関わりを持つ行政機関として、公民館、コミュ
ニティセンター、児童館等の施設の整備、住民に対する普及啓発や学習
機会の提供、身近なところでの環境保全活動の実践等が求められます。
　�　また、環境マネジメントシステムの構築や職員への環境教育を積極的
に行い、事務事業における環境配慮に取り組むことが求められます。

○県
　�　知事部局と教育庁の関係各課で連携しながら、本県の地域特性を活か
した環境保全活動や環境教育の推進に取り組みます。取組に当たって
は、国・他都道府県・市町村との情報交換を密にするとともに、地球規
模の課題にも問題意識を持った対応が求められます。
　�　また、県民、民間団体、事業者等の各主体が連携・協力し合いながら
（協働）、それぞれ活動を積極的に実施できるよう、助言や情報提供が
求められています。
　�　さらに、県も一事業者であるとの認識に立ち、職員への環境教育を充
実させるとともに、率先して環境に配慮した事務事業を進めていくこと
が必要です。
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柱１

環境学習の
機会・場
づくり

柱２

人材の
育成・活用

柱５

各主体の
連携・協働の
取組の推進

柱４

情報の
発信・提供

柱３

教材の
整備・活用

豊かな水と緑あふれる秋田

持続可能な社会づくりに
主体的に参加できる

人の育成

　	　環境教育については、体験活動等をきっかけとした「気付き」が学習への「関心・意欲」に
なり、学びによる「知識・理解」の高まりが自発的な環境保全活動への「参加・行動」を促
し、また「新たな課題」を見付ける、というプロセスが重要です。
　	　また、環境保全活動については、個々人やそれぞれの団体の取組の輪が地域の中で広がり浸
透していくよう、施策の実施に当たっては、様々な場、主体、世代、地域、そして施策をつな
いでいくという考え方が重要です。
　	　これらを踏まえ、持続可能な社会づくりに主体的に参加できる人を育成することによって、
持続可能な社会を実現し、そして「豊かな水と緑あふれる秋田」を守り育てるため、以下の５
つの施策の柱に基づき取組を推進していきます。特に、次世代を担う年齢層への環境教育は必
要性も高く、その効果が大きいと考えられることから、重点的に取り組んでいきます。

推進する施策に関する事項 第3章
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１　環境学習の機会・場づくり
　現状と課題

（１）学校等における環境教育
　◯	　本県では「ふるさと教育」を推進しており、「ふるさと教育」における自然体験を通し
て、自然に対する畏敬の念や感動する心、自分の住む地域や自然環境そのものに積極的に関
わろうとする意欲や態度が幼児や児童生徒に醸成されるよう、各学校において特色ある教育
活動が展開されています。

　◯	　緑を愛する豊かな人間性の育成等を目指す学校緑化推進事業の一環として、学校関係緑化
コンクールを実施しています。

　◯	　社会教育施設等を活用し、郷土の自然や文化との触れ合いによる体験的な学習と、各教科
や総合的な学習の時間等との複合的な取組を実施しています。（セカンドスクール的利用）

　●	　校外学習として実施されている環境学習について、県や民間団体等が提供する学習プログ
ラムに対するニーズがあることから、環境学習に役立つ情報が現場の教員にまで届くよう、
提供のしかたを工夫する必要があります。

　●	　事業へ参加する学校数や施設の利用実績等が減少傾向にあるため、効率よく体験活動の有
用性を実感できるプログラムが求められています。

　●	　少子化や高度情報社会の進展により、人間関係が選択的・限定的になるとともに、仮想空
間でのコミュニケーションが増えていく中で、自然体験や社会体験等の体験活動の充実が求
められています。その一方では、ＩＣＴ機器等の効果的な活用が求められています。

　●	　環境学習の機会を提供する施設や設備の老朽化が進んできており、これらの適切な管理が
必要です。

　　　※凡例：	各施策の柱の［現状と課題］の項目について、「◯」は現状、「●」は課題　以下
同じ。

（２）地域等における環境教育
　◯	　県民が環境問題全般について学べる「環境あきた県民塾」を開設している他、自然公園や
環境学習施設等において、森林環境学習や自然観察会等を実施しています。

　◯	　こどもエコクラブの活動について全国大会で発表するために支援し、子どもたちに活動発
表の機会と全国の子どもたちとの交流の機会を提供しています。

　◯	　環境保全活動に積極的な企業・団体等を「あきた環境学習応援隊」として登録し、講師派
遣や施設見学等、環境学習の機会の提供を行っている他、法に基づき「能代火力発電所及び
能代エナジアムパーク」を「体験の機会の場」として認定し、環境学習の場を提供していま
す。

　◯	　児童生徒数の減少等により、県が実施する環境学習に係る事業への参加校（者）が減少し
てきています。一方で、人気の高い体験活動もあります。
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　●	　児童生徒数の減少を前提とした取組を進めていく必要があります。このとき、体験活動に
対する一定のニーズがあることから、そこで提供されるプログラムの内容は維持・改善に努
めるといった視点や、関係・交流人口を増やすといった視点も必要です。

　●	　環境学習の機会を提供する施設や設備の老朽化が進んできており、これらの適切な管理が
必要です。（再掲）

　推進する施策
【施策目標】
　	　地域の資源を十分に活用し、人口減少下にあってもより多くの県民が学ぶことができる場と
機会をつくる。

【取組の方向性】
（１）学校等における環境教育
　◯	　幼児や児童生徒一人一人の環境に対する豊かな感性やふるさとを愛する心を育むよう、引
き続き、地域の特色を生かした教育活動を行い、身近な地域の環境への興味・関心を高めま
す。このとき、地域の環境問題が地球規模の環境問題につながるという視点を意識したもの
とします。

　◯	　学校の教育活動において、民間団体等が提供する環境学習プログラムや地域の人材を効果
的に活用します。

　◯	　少年自然の家等をはじめ、国、県及び市町村の社会教育施設や環境関連施設等の今ある施
設を環境学習の場として適切に管理しながら有効に活用します。

　◯	　直接的な体験活動を重視しつつ、環境学習の効果を高めるためＩＣＴ機器の有効活用やＩ
ＣＴ教材の活用について研究を進めます。

（２）地域等における環境教育
　◯	　少年自然の家等をはじめ、国、県及び市町村の社会教育施設や環境関連施設等の今ある施
設を環境学習の場として適切に管理しながら有効に活用します。（再掲）

　◯	　環境保全活動に積極的な企業や民間団体の施設について、環境学習の場として有効に活用
します。

　◯	　世界自然遺産白神山地をはじめとした自然公園等やそれを構成する森林、ジオパーク、八
郎湖等の地域にある資源を引き続き環境学習の場として有効に活用します。

　◯	　少子化を前提に、環境学習の機会や場を維持するとともに、そこで提供される学習内容の
維持・改善に努めます。
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【主な取組】
（１）学校等における環境教育
　◯	　郷土の自然や文化等と触れ合う機会の充実など、学校や地域の特色を生かしたふるさと教
育の推進

　◯	　身近な地域で行われる自然観察会や水生生物調査、環境保全活動に積極的に取り組む事業
者が提供する施設見学等への参加促進

　◯　少年自然の家等の社会教育施設のセカンドスクール的利用の推進

（２）地域等における環境教育
　◯　様々な環境問題について学べる「環境あきた県民塾」の充実
　◯　環境学習を支援する事業者や民間団体の充実
　◯　八郎湖及びその流域における環境学習の推進
　◯　白神山地の適正な利用による自然体験活動の推進
　◯　森林空間を活用した森林環境学習の推進
　◯　中山間地の魅力を生かした食農環境教育の推進
　◯　社会教育施設における講座・事業や「あきた県庁出前講座」による環境学習の実施
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幼稚園・保育所・認定こども園等の活動事例

幼保連携型認定こども園　明星こども園(にかほ市)
　『命と共に、自然と共に、生き生き明星っこ！』
　�　明星こども園の子どもたちは、毎朝山羊の
「ピーちゃん」に迎えられて登園します。園
庭で遊んでいると、そっとなでている子、草
をあげようとする子、目線の先で様子を気に
している子など様々です。園庭の木やミニ農
園の実りを受け取る喜びに加え、日々「ピー
ちゃん」の息吹やぬくもりを感じながら生活
する中で、「生きる」ことや「命の尊さ」を
感じてほしいと願っています。また、本園は
車で６分で海岸に行くことができる、恵まれ
た環境にあります。今年も４回程海遊びを楽
しんだり、拾ってきた貝殻や流木で製作遊び
をしたりしました。
　�　特別な環境ではなく、ふるさとのありのま
まの自然の中で、思い切り「今」を楽しむこ
とを通し、子どもたちの健やかな心と体を育
みたいと思っています。

地方裁量型認定こども園　あきたこどもの森（秋田市）
　『秋田の豊かな自然の力を借りながら、「生きる力」と「心」を育みます』
　�　秋田県で初めての「森のようちえん」※
で、積極的に県内の森に出かけ自然環境学習
を実施しています。秋田の豊かな自然の力を
借りながら、四季を通した自然の中での活動
により、心と体、感覚機能のバランスのとれ
た成長を目指した活動を行っています。ま
た、親も一緒に体験し楽しみ学べる「自然あ
そび親子サークル」も開催しています。
　※�「森のようちえん」：自然あそびを軸にし
た乳児・幼少期教育、子育て、保育の総称
です。森だけでなく、海、川、野山、里
山、畑、公園などをフィールドに、自然の
力を借りながら子どもたち一人一人を見守
り、支え、満たし、子ども自身が持つ「生
きる力」と「心」を育んでいくことに取り
組む活動を実施しています。

学校等における活動事例
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小学校の活動事例

北秋田市立米内沢小学校
　『森吉の豊かな自然を生かし　未来へつなげよう』
　�　北秋田市立米内沢小学校は、遠く森吉山がそびえる豊かな緑に囲まれた米代川の支
流、阿仁川のそばにあります。毎年、地域の方々と一緒に花壇の花の苗植えや畑の作物
の栽培を行っています。５年生は、「森林教室」の「環境の学習」の中で、学校田で米
作りをしたり、キノコの植菌をしたりします。収穫したお米でつくった餅や、採れたて
の椎茸やなめこを入れた鍋を味わう「収穫感謝祭」では、いつもみんなの笑顔が広がり
ます。
　�　令和２年度は、「レジ袋有料化」を受け、
「なぜ有料化なのか」「地球環境は今どのよ
うになっているのか」「今後どうしたらよい
のか」など話し合いました。そして、地域の
人に手作りのエコバッグを配ることを企画し
ました。エコバッグを作った趣旨を地域の人
に伝えながら配付する活動を通して、環境の
学習を更に深めることができました。

潟上市立出戸小学校
　『出戸地区の「水」環境を考える』
　�　潟上市立出戸小学校では、例年、学校ビオトープ、出戸湿原、出戸浜海岸、八郎湖
等、周囲の多様な環境を教材とした環境学習に取り組んでいます。今年度からは、N
ＰO法人「はちろうプロジェクト」に協力をいただき、日本の水資源がどのくらいある
のか、出戸の水はどこから来ているのか、どのように出戸湿原と男鹿半島や八郎湖が形
成されていったのか、それぞれの水質はどうなのか等について、実際に現地に出かけた
り、観察や実験をしたりして、出戸の豊かな「水」環境について調べ、考えを深めるこ
とができました。
　�　特に、様々な検査を行い水資源の比較を
行ってみると、出戸の地下水が圧倒的にきれ
いで、そのままでも水道水並みだということ
に子どもたちは大変驚くとともに、出戸の環
境を大事にしていかなければならない、とい
う気持ちが高まったようでした。
　�　この環境学習の成果は身体表現を交えて学
習発表会で披露し、保護者や地域の方々から
好評を得ました。

【手作りエコバッグの配付】

【八郎湖での現地調査】
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大仙市立西仙北小学校
　『日常の学習で進めるエネルギー教育』
　�　大仙市立西仙北小学校では、エネルギー教育とのつながりを意識し、各教科等の授業
に取り組んでいます。
　�　社会では、ゲストティーチャーを招いて木質バイオ発電について学習したり、自動車
工場の見学を通して環境に優しいエネルギーについて学習したりしました。総合的な学
習の時間では、電力会社の出前講座を活用し、発電の仕組みやエネルギーミックス等に
ついて考えました。理科や科学クラブでは、博士号教員派遣事業を活用して、南極から
のライブ授業やワイヤレス給電の研究を行っ
ています。
　�　これらの学習活動を通して、科学や環境に
対する興味・関心が高まり、自由研究発表会
や研究資料展へ参加する児童が増えました。
　�　また、エネルギー教育を通して、「エネル
ギーは無限ではなく、大切にしていかなくて
はならないもの」という児童の意識の向上に
つながっています。

中学校の活動事例

大館市立成章中学校
　『地域の環境を担う人間を目指して』
　�　大館市立成章中学校は、地域との協働的な活動を通して「地域を担う人間」の育成を
目指し、環境教育において令和元年度環境美化教育優良校として表彰されました。
　�　「町内奉仕活動（クリーンアップ等）」は、地域住民、小学校、保育園等と連携し、
地域全体へと浸透しています。また、町内の水質調査にも参加しています。「地域貢献
活動」では、国道の駐車帯のごみ問題解消のために「ポイ捨て防止」を呼び掛ける大看
板を設置しました。また、生徒会が「ペット
ボトルキャップ・アルミ缶回収」に継続的に
取り組んでおり、校外の複数の施設等からも
キャップ・缶の寄付があります。回収で得
た資金は20年以上継続している「花ボラン
ティア」（高齢者宅に鉢花を届ける活動）の
花や鉢にも還元されています。このような地
域との協働的な活動は、学区の環境意識向上
につながっています。

【科学クラブによるワイヤレス給電の研究】

【町内奉仕活動での水質検査】
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美郷町立美郷中学校
　『ハリザッコの研究を通して地域の自然環境を捉える』
　�　美郷町立美郷中学校では、総合科学部がハ
リザッコ（トミヨ属雄物型）の研究を継続し
て行っています。ハリザッコは、2020年の環
境省レッドリストでは「絶滅危惧ⅠＡ類（Ｃ
Ｒ）」に指定されている生物で、学校のビオ
トープや町内の湧水に生息しています。
　�　総合科学部が毎年行っているビオトープでの
個体数調査では、結果を体長や雌雄ごとに集計
したり、個体数の変化と水質検査結果との関連
を調べたりして、生息環境の変化についてまとめています。調査結果は全校生徒に発表
し、ハリザッコの研究を通して地域の自然環境について考える機会となっています。
　�　また、町内にある湧水における生息状況や水質調査では、長年にわたり調査した結果
から、湧水の環境変化を捉え、ハリザッコの生息環境の保全に役立てています。
　�　総合的な学習の時間でも１年生がフィールドワークで湧水巡りを行い、地域の自然環
境への関心の高まりにつながっています。

高等学校の活動事例

秋田県立二ツ井高等学校（能代市）
　『白神を守り魅力を伝えるプロジェクト』
　�　秋田県立二ツ井高等学校では、白神山地を教材とした自然学習を通して、世界自然遺
産「白神山地」の魅力を伝えることができることを目的に「二高白神プロジェクト」を
実施しています。
　�　フィールドワークは、２コースに分かれて行っています。植林コースでは森林におけ
る木々の役割について学習しながらブナの苗木を植樹します。また「岳岱自然観察教育
林」の散策では二次林と原生林の違いなどをガイドの方々から説明いただき、森の奥深
さを体感します。オオバコバスターコースで
は、世界遺産地域の生態系を脅かすオオバコ
の除去や二ツ森登山を行います。二ツ森登山
では白神山地の核心部分を一望し、世界遺産
の壮大さを感じることができます。
　�　このフィールドワークで撮影した写真で、
フォトコンテストやレポート発表をし、白神
山地をＰＲするスキルを身に付けるため取り
組んでいます。

【岳岱自然観察教育林の散策】

【ビオトープでの個体数調査】
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秋田県立羽後高等学校（羽後町）
　『水源の森守り育て隊　～先輩たちが育ててきた樹木を育もう～　』
　�　西馬音内川源流域の町有林で、平成23年度から、毎年生徒がブナの植樹を実施し、
植樹本数が1,000本に達しました。植樹地は羽後町の重要な水源林となっており、洪水
防止や町民の保健休養の場として期待されています。
　�　現在は、先輩が植樹したブナを守り育てる
ため、在校生が下刈作業を行っています。併
せて、森林の役割やふるさとへの理解を深め
るために、森林環境についての講演会を実施
しています。講演会を通して、環境保全に対
する問題意識を高め、自然と共存する意義に
ついて学んでいます。
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①環境あきた県民塾
　�　食品ロスなどの身近なことから地球規模
の問題まで、環境について幅広く学ぶこと
ができる講座を開講しています。座学の他
にも実験や体験学習も実施しています。

②環境と文化のむら定期観察会・体験教室
　�　54haに及ぶ広大な里山でもある「五城目野鳥の森」（国指定）をフィールドとし
て、季節に合わせたテーマで、毎月、自然観察会や自然体験・工作を行っています。

③森林環境学習活動支援事業
　�　秋田の森林を活用して行う森林環境教育
や木育活動について、次代を担う児童生徒
に対し、森林の持つ様々な公益的機能や森
林環境に関する正しい知識の提供と理解の
促進を目的に支援しています。

④社会教育施設における講座・事業
　�　生涯学習センターや各少年自然の家、博
物館等の社会教育施設では、県内の関係団
体とも協力しながら、展示や学習講座、自
然観察会等を開催しており、県民が自然に
親しむ機会や環境について学ぶ機会を提供
しています。

⑤あきた県庁出前講座
　�　県民の要請に応じて県職員が講師として出向き、県事業等の情報を提供して理解を図
るとともに、県民の学びの機会を提供します。環境や自然に関する講座メニューも多数
用意されており、学校や地域における環境教育で活用できます。

環境学習の機会・場の例

【自然観察会】

【体験講座「地域の豊かな自然と親しもう」】
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⑥ふるさと秋田応援事業
　�　自然、農業農村、歴史文化等に対する
理解を深めてもらうため、中山間地域を
フィールドとした、交流活動やワーク
ショップ等を実施しています。

⑦グリーン・ツーリズム
　�　豊かな自然を有する農山漁村での農業体
験等を通じて、環境保全に対する理解の醸
成を図ります。

⑧ふれあいの森整備事業
　�　森林浴や健康づくり、野外レクリエー
ション、自然体験学習の場として多くの県
民が気軽に森林とふれあえる場として利用
できる身近な森林の公園化や既存森林公園
の再整備を実施し、森林環境や公益性を重
視した森づくりを図るための整備を支援し
ています。

⑨森の学校（森林学習交流館インストラクター）
　�　秋田県森林学習交流館（通称：プラザク
リプトン）に、インストラクターが常駐
し、森林・林業に関する専門知識や、森林
の動植物、森の遊び方やクラフト体験、山
菜・きのこ、山村の暮らしと文化等を学習
できます。また、年間13回程度、「森の
学校」を開催し、しいたけ植菌体験、ト
レッキング、炭焼き体験やクラフト・リー
ス体験等、各年代を対象としたイベントを
開催しています。

【芋掘り体験交流会】

【ジュンサイの摘み取り体験】

【木道の整備（八峰町）】
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①秋田県立博物館（秋田市）
　�　秋田の豊かな自然を生物と地質の２つ
のテーマで紹介する自然展示室や、旧石
器時代から近現代までの秋田の歴史と
人々の暮らしを紹介する人文展示室など
があります。

②秋田県森林学習交流館「プラザクリプトン」（秋田市）
　�　森林・林業に関する学習及び研修の機
会を提供するとともに、林業従事者等の
交流を促進することにより、県民の森
林・林業に関する意識の高揚を図ること
を目的に整備されました。「学習交流の
森」での自然観察、「森林学習展示室」
で森林・林業学習やクラフト体験等、秋
田の豊かな森林に触れながら、学習でき
ます。

③あきたエコタウンセンター（小坂町）
　�　捨てればごみ、活かせば資源。世界一
の複合リサイクル精錬所を目指す現場
を、講座や工場等の見学から学びます。
小坂の地で培われてきた鉱山の技術基盤
が、最先端の環境リサイクル技術へとつ
ながる歴史を知ることができます。

県内の主な環境教育等関連施設

【自然展示室】
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④秋田県児童会館（秋田市）
　�　プラネタリウムや宇宙と自然を学べる
展示のほか、木のおもちゃや丸太の遊具
など木のぬくもりを感じながら遊べる木
育ルーム等があります。また、子ども自
身が工作や科学実験を体験できる楽しい
イベントを開催しています。

⑤秋田県生涯学習センター（秋田市）
　�　県民の生涯学習を支援するため、講
座・研修、研修室の利用等のサービスを
行っています。防災キャンプコーナーを
常設し、災害時の避難所の環境づくりの
啓発を図っています。

⑥秋田県立農業科学館（大仙市）
　�　秋田県の過去の農林業と農山村の姿、
農業生産に必要な環境や新しい技術など
について展示しています。また、各種ゼ
ミナールや講座などで、食と農について
体験的に楽しく学ぶことができます。熱
帯温室では、熱帯・亜熱帯植物が約200
種類栽培され、四季を通じて様々な花や
果実を観察することができます。

⑦秋田県立少年自然の家
　・秋田県立大館少年自然の家（大館市）
　�　昭和49年にオープンし、県北地区に
おける自然体験活動の拠点施設として
利用されています。「少年に四季と感動
を」「山の学校」「みんなの学校」をス
ローガンに、鳳凰山登山や長木川川遊び
をはじめとした活動が行われています。

【木育ルーム】

【防災キャンプコーナー】

【第一展示室】

【長木川川遊び】

− 19 −



　・秋田県立保呂羽山少年自然の家（横手市）
　�　昭和53年にオープンし、県南地区における自然体験活動の拠点施設として利用され
ています。「確かめ合おう大切なもの　光と風と緑の中で」をスローガンに、保呂羽山
登山やカヌーをはじめとした活動が行われています。

　・秋田県立岩城少年自然の家（由利本荘市）
　�　昭和58年にオープンし、中央地区に
おける自然体験活動の拠点施設として
利用されています。「青い海原」「緑の
山なみ」「自然は友だち」をスローガン
に、山と海の活動を体験することができ
る施設です。

⑧秋田県自然体験活動センター（あきた白神体験センター）（八峰町）
　�　平成19年にオープンし、世界自然遺産白神山地と日本海という豊かな自然環境の
下、四季を通じて、県民のさまざまな体
験活動をお手伝いする施設として利用さ
れています。山の活動（白神山地二ッ森
登山、ブナの天然林散策等）、海の活動
（シーカヤック、海辺の自然観察、磯釣
り等）、地域とタイアップした食づくり
体験（ソバ、豆腐、パン、ピザ等）、工
作体験（貝殻ストラップ、バードコール
等）と体験メニューが豊富です。

⑨鉾立ビジターセンター（にかほ市）
　�　鳥海山の成り立ちや、植物、動物、
地質などの自然環境について、パネル
やジオラマ等で分かりやすく解説して
います。また、鳥海山の登山情報も提
供しています。

【川にすむ生き物の生態観察】

【シーカヤック体験】

【鳥海山の立体模型など】
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【青少年野外活動センター】

⑩八幡平ビジターセンター（鹿角市）
　�　十和田八幡平国立公園の四季や生態系
等の自然について、「泥火山」のジオラ
マなど様々な展示物等を用いて分かりや
すく解説しています。ガイドウォークや
クラフト等の体験プログラムも開催して
います。

⑪素波里ふるさと自然公園センター（藤里町）
　�　素波里ふるさと自然公園国民休養地の
中心となる博物展示施設です。白神山地
とそこで暮らす人々について理解を深め
る展示となっています。（展示内容を見
直し、令和３年度にリニューアルオープ
ン）

⑫白神山地世界遺産センター(藤里館)（藤里町）
　�　世界自然遺産「白神山地」を楽しく、
深く知ることができる施設です。常駐す
る自然アドバイザーの解説を受けること
ができます。白神エリアの散策、登山の
情報収集や環境学習の場としても利用で
きます。

⑬奥森吉青少年野外活動基地（北秋田市）
　�　奥森吉の恵まれた自然の中で野外活動
を行う機会を提供することで、青少年の
自然環境に関する意識の向上や生物多様
性の保全に関する学習に役立てるために
設置された施設です。

【ガイドウォークの様子】
（一般財団法人自然公園財団八幡平支部提供）
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⑭秋田駒ヶ岳情報センター（仙北市）
　�　植物の精巧な模型や四季のハイビジョ
ン映像など、各種展示物で秋田駒ヶ岳を
紹介しています。秋田駒ヶ岳のマイカー
規制期間中には、代替バスの発着場とし
て登山の拠点にもなっています。

⑮玉川温泉ビジターセンター（仙北市）
　�　焼山を中心とした火山活動や特別天然
記念物「玉川温泉の北投石」に代表され
る玉川温泉地区の自然環境や歴史等につ
いて、映像やジオラマ等で分かりやすく
解説しています。

⑯環境と文化のむら（五城目町）
　�　里山での自然とのふれあいや自然のも
たらす恵みにより築かれてきた文化につ
いて、学び、体験することができます。
また、この場所は、国の「野鳥の森」に
指定されており、様々な野鳥のさえずり
を聞くことができる他、バードウオッチ
ングなども楽しむことができます。

⑰生態系公園（大潟村）
　�　自然学習と憩いの場として、秋田の植
生を凝縮して造られた、四季を通して自
然に親しめる公園です。一年中熱帯の珍
しい花々が咲く観賞温室も併設していま
す。

【高山植物コマクサのジオラマなど】

【自然ふれあいセンター】

【特別天然記念物「玉川温泉の北投石」の解説など】
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　�　2016年（平成28年）3月1日に「能代火力発電所および能代エナジアムパーク」は自
然体験活動などができる場として、秋田県初の「体験の機会の場」の認定を県から受け
ました。
　�　能代火力発電所では、隣接する能代エナジアムパークとともに見学や体験を通じて、
発電所が行う環境保全に係る取組や地球環境の大切さ、エネルギー資源の重要性につい
て理解を深めてもらうことを目的とした取組を行っています。

（取組の例）
　毎年、次世代を担う地元の小学生を対象に、発電所の見学や身近な電気に関する体験学
習を通じて、環境意識の醸成やエネルギーへの関心を深めてもらうことを目的にエネル
ギー・環境教室を開催しています。ま
た、地元の高校生に対しては、エネル
ギー産業に対する理解を深めてもらうこ
とにより、将来における就職先の選択肢
としてもらうことや、地元への居住定着
につなげることを目的に電力セミナーを
開催しています。

県認定「体験の機会の場」
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２　人材の育成・活用
現状と課題

（１）学校の教職員の資質の向上
　◯	　「教員のための博物館の日」を開催し、教員が学校と博物館をつなぐ役割を担えるよう教
員の研修を行っています。

　◯	　「秋田県水と緑の森づくり税」を活用し、森林環境教育の指導者を養成するため、教員等
を対象とした研修会を開催しています。

　●	　学校に求められる教育課題が多様化していることから、環境学習に係る学習プログラムや
新たな教材を作成する研修を工夫して実施する必要があります。

（２）地域等における人材の育成・活用
　◯	　県民が環境問題全般について学べる「環境あきた県民塾」を開設し、地域における環境保
全活動のリーダーとなる「あきたエコマイスター」を育成するとともに、その活動を支援し
ています。

　◯	　世界遺産としての白神山地の価値や魅力を伝え、将来にわたって守り伝えていくため「あ
きた白神認定ガイド」の養成を行っています。

　◯	　秋田県地球温暖化防止活動推進員や「あきたエコマイスター」のレベルに応じたスキル
アップを図るための研修を実施しています。

　◯	　学校、住民団体等が主催する講演会、学習会等へ「あきたエコマイスター」や環境カウン
セラー等を講師として派遣しています。

　●	　学校教員退職者や優れた技能を有する地域の人材等、環境に関する専門的知識や実践経験
を有する人材を発掘する必要があります。

　●	　地域において環境教育を担う人材が限られているため、高齢化等に伴う人材の減少による
地域活動の縮小等を想定した対応が求められます。

推進する施策
【施策目標】
　　学校及び地域において環境教育を担う人材を育成し、活躍の機会をつくる。

【取組の方向性】
（１）学校の教職員の資質の向上
　◯	　環境教育の推進役として重要な役割が期待される教職員については、ＥＳＤの視点から体
験活動や各教科等へ学びをつなげていけるよう、研修や講習会等への参加の機会づくりを進
めます。
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（２）地域等における人材の育成・活用
　◯	　環境の保全に重要な役割を担うリーダーを養成し、その人材の活用等によりさらに次代の
リーダーを養成する仕組みづくりを引き続き進めます。

　◯	　環境教育を担える人材が高齢化し、減少傾向にあることから、人材の維持確保に努めま
す。

　◯	　環境教育を担う人材のスキルアップを引き続き行っていくとともに、その人材の能力が有
効に発揮されるような仕組みや機会づくりを進めます。

【主な取組】
（１）学校の教職員の資質の向上
　◯　環境教育に係る研修や講習会等への参加促進
　◯　博物館等の社会教育施設を有効に活用するための教員向けの研修会の実施
　◯　教員が森林環境学習を実践するための知識や手法を習得するための研修会の実施

（２）地域等における人材の育成・活用
　◯　「あきたエコマイスター」の継続した育成と活動の機会の場の充実
　◯　地球温暖化防止活動推進員等のレベルに応じたスキルアップ研修会の実施
　◯　「あきた白神認定ガイド」の育成と活用
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①秋田県地球温暖化防止活動推進員
　�　「地球温暖化対策の推進に関する法律」第37条に基づき、地球温暖化防止の普及啓
発や実践活動を推進するため、知事が委嘱しています。

②あきたエコマイスター
　�　「環境あきた県民塾」を修了した方を、地域における環境保全活動のリーダーである
「あきたエコマイスター」として県が登録しています。エコマイスターを会員とする県
北・県央・県南の各地域の「あきたエコマイスター協議会」は、学習会やクリーンアッ
プなどのイベントを行っています。

③あきた白神認定ガイド
　�　環境保全及び情報発信の担い手として白神山地のガイドを育成し、県知事認定を行っ
ています。平成30年度から３年間で40名程を育成しました。

④ふるさと水と土指導員
　�　農業・農村地域が有する多面
的機能の役割などの専門的な
知識・技術を持った地域リー
ダー、自然・文化等の地域資源
を活用したふるさとづくりの
コーディネーターとして、中山
間地域をフィールドとした各種
活動に取り組んでいます。

⑤地域の環境活動支援事業
　�　市町村、学校及び住民団体等が主催する環境問題、環境保全活動に関する講演会や学
習会に対し、環境カウンセラーやあきたエコマイスター等の講師を派遣しています。

人材やその活用の事例紹介

【里山の美田オーナー（体験交流活動の実施）】
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⑥こどもエコクラブ
　�　将来を担う世代である子どもたちに環境への興味・関心を持ってもらうことは大切で
す。こどもエコクラブは、幼児から高校生まで誰でも参加できる環境活動クラブです。
学校や地域の仲間と一緒になって、身の回りの自然を調べたり、環境保全活動に楽しく
取り組んだりしています。

⑦あきた森づくり活動サポートセンター
　�　県民が森づくり活動に参加しやすい環境を整備するため、森
林ボランティア活動を総合的にサポートするワンストップ窓口
です。
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３　教材の整備・活用
現状と課題

　◯　家庭や学校で利用できる環境教育に関する教材を作成・提供しています。
　◯	　小・中学校に環境教育で使用することができる物品を無償で提供している他、学校に加え
個人や団体に対して環境教育に使用できる器具やパネル等の貸出しを行っています。

　●　副読本がこれまで以上に有効に活用されるような手立てが必要です。
　●　環境教育器具等の貸出しが増加するような手立てが必要です。

推進する施策
【施策目標】
　　活用しやすい教材を計画的に整備し、定期的な見直しを行う。

【取組の方向性】
　◯	　児童生徒の発達の段階を考慮しながら、教員が活用しやすい体験的な学習プログラムや教
材の作成を進めます。

　◯	　各教科、特別の教科　道徳、総合的な学習（探究）の時間、特別活動等を相互に関連付け
た横断的な環境学習カリキュラムを構築します。

　◯	　ＩＣＴ教材の活用について、先行事例を参考にしながら進めていきます。
　◯	　環境教育に関する教材等については、利用者からの意見を聞き、必要に応じて見直し・整
理を行います。

　◯	　民間団体の提供する魅力ある学習プログラムや教材を広く周知し、活用します。

【主な取組】
　◯　企業や民間団体が提供する環境学習プログラムの充実
　◯　あきたの森林や八郎湖等をテーマとした活用しやすい副読本の作成
　◯　学校及び環境教育を実施する団体等への環境教育器具等の貸出しや提供の促進
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①あきた環境学習応援隊情報ハンドブック
　�　環境に関する講師派遣や施設見学の受入れなどが可能
な企業・団体等を募集し「あきた環境学習応援隊」とし
て登録する制度を設け、その情報を学校等に提供してい
ます。

②みんなの八郎湖
　�　八郎湖への理解を深めることを目的に、八郎湖の成り
立ちや現在の水質、八郎湖をめぐる自然、八郎湖の水質
改善に向けて私たちが出来ること等をとりまとめた副読
本を作成し、八郎湖流域の小学校等に配布しています。

③あきたの森林
　�　全国有数の林業県である本県の子どもたちに、森林の
役割や木材の利用について、理解を深められるよう、毎
年度、全県小学校の４年生全員に副読本「あきたの森
林」を配付しています。

④農業・農村のさまざまな働き
　�　農業・農村が持つ、私たちの暮らしを支える様々な働
きについて紹介しています。県内の小学校５年生に配付
し、総合的な学習の時間等の教材として活用してもらう
ことで、環境保全に対する理解向上を図ります。

教 材 の 紹 介
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４　情報の発信・提供
現状と課題

　◯	　県が実施している環境保全や環境教育等に関する取組について、美の国あきたネットやパ
ンフレット等により広く情報を提供しています。

　◯	　県民、民間団体、事業者、学校等の様々な主体が行っている環境保全活動や環境教育の取
組について、広報紙やイベントの開催等により発信しています。

　◯	　環境保全に関する実践活動が他の模範となるような個人や団体を「環境大賞」（知事表
彰）として表彰し、その活動事例を広く県民に紹介しています。

　◯	　県の個別総合情報サイトにおいて、本県の自然や文化、里地里山に係る情報を発信し、関
心を持ってもらい、体験活動へとつなげています。

　●	　環境教育を行う際に役立つ情報が、現場で必要とする担当者に伝わるような発信の工夫が
必要です。

推進する施策
【施策目標】
　　環境保全及び環境学習に係る情報を求める人に適切に伝わる工夫を行う。

【取組の方向性】
　○	　環境保全に関して県民の興味や関心を高められるよう、関係機関と連携し、より効果的な
情報発信を行います。

　◯	　環境教育の取組を促進するため、講師や教材、イベント、体験活動を実施できる施設等、
引き続き、県民が必要とする情報を分かりやすく、手に入りやすい形で提供します。このと
き、環境教育を実施する主体向けに提供する情報については、現場で利用する者にしっかり
届くようにします。

　◯	　環境保全活動を地域で広げ、活性化していくため、各地域で実施されている環境保全活動
について拾い上げ、美の国あきたネットや情報紙等により情報を提供していく他、優れた取
組について顕彰します。

【主な取組】
　◯	　美の国あきたネットや個別総合情報サイトにおける、本県の自然環境や文化、環境イベン
トや環境保全活動等の積極的な情報発信

　◯	　地域で行われている環境保全活動等を紹介する広報紙の発行
　◯　「環境大賞」表彰を通じた模範となる環境保全活動の紹介
　◯　本県における環境の現状と施策をまとめた「環境白書」の作成・周知
　◯　「あきた県庁出前講座」を活用した本県の環境に関する施策や取組の情報発信
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①美の国あきたネット（Facebook、Twitter）
　�　秋田県の公式ウェブサイトであり、秋田県の取組や各種手続・催しなど、県政情報を
発信しています。

②エコマイスターＮＥＷＳ
　　あきたエコマイスターの活動を紹介したリーフレットを年２回作成しています。

③秋田県地球温暖化防止活動推進センターのホームページ
　�　県が、地球温暖化対策に関する普及啓発を行う拠点となる団体を指定しています。地
球温暖化の現状や対策の重要性についての啓発・広報活動等を実施しています。

④「秋田県水と緑の森づくり税」のホームページ
　�　秋田県水と緑の森づくり税に関する情報を専用ウェブサイトで情報提供しています。

⑤秋田のグリーン・ツーリズム総合情報サイト
　�　秋田県内のグリーン・ツーリズムに関する取組やイベント情報などを発信していま
す。

⑥環境大賞
　�　環境保全に関する実践活動が
他の模範となる個人・団体を
「環境大賞」として表彰し、そ
の活動事例を紹介しています。
（これまでの受賞者について
は、美の国あきたネットに掲載
しています。）

情報の発信の事例紹介

【令和２年度表彰式】
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５　各主体の連携・協働取組の推進
現状と課題

　◯	　県では、「県民協働行動指針」（平成23年３月策定）に基づき多様な主体による協働を推
進しています。その取組の一つとして、県と企業が包括協定を締結し、連携して事業を実施
しており、半数近くの企業が環境保全に関わる取組を連携項目としています。

　◯	　県民、民間団体、事業者等との連携の下、県民の地球温暖化防止やリサイクルに関する意
識を高めるためのイベントの開催や地域の環境問題について理解を深め課題の解決に向けた
取組を実施しています。

　◯	　アダプト・プログラム等により、地域の道路等の環境美化活動を実施している他、職員の
率先行動として行っている通勤途中における環境美化活動について、民間団体に呼び掛けな
がら実施しています。

　◯	　学校と地域が連携・協働し推進される地域学校協働活動において、児童生徒と地域住民が
協力し、地域の清掃活動や花壇整備等が実施されています。

　◯	　農業・農村が有する多面的な機能の維持・発揮を図るため、農業者と農業者以外の住民が
一体となって地域の水質保全活動や生き物調査を実施しています。

　●	　実施すべき主体を明確にし、小・中学生や高校生を対象として、環境分野におけるボラン
ティアやＮＰＯ活動に関心を高めてもらうような働き掛けが必要です。また、協働をテーマ
としたイベント等での具体事例の紹介による地域活動への参加促進が求められます。

　●	　法に基づく「協働取組の推進に関する協定締結団体」や「環境教育等支援団体」の活用が
求められます。

　●	　活動団体との協働による環境保全活動の実施に当たって、活動団体の担い手不足を想定し
た対応が必要です。

推進する施策
【施策目標】
　　連携・協働した環境保全活動や環境教育等の取組を強化する。

【取組の方向性】
　◯	　身近な地域や自然、森林等をフィールドにした環境保全活動や環境教育等、各主体が連
携・協働した取組は定着しているので、引き続き、取組を支援・実施します。

　◯	　各主体が連携していく前提として、民間団体等の活動や組織の活性化が図られるよう、団
体等の活動を広く周知していく他、情報交換等の機会を設け、それぞれの主体のつながりを
広げます。

　◯	　地域課題の解決にＳＤＧｓの考え方を取り入れ、環境保全の視点を加えることにより、新
たな主体の参加により地域課題の統合的な解決を目指すよう促します。
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【主な取組】
　◯	　民間団体、ＮＰＯ法人等との連携による「あきたエコ＆リサイクルフェスティバル」の開
催

　◯	　農業者と農業者以外の住民による、農業・農村の多面的機能の維持等を図るための共同活
動の支援

　◯　あきた森づくり活動サポートセンターによる森林ボランティア活動等の総合的な支援
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①あきたエコ＆ 
 リサイクルフェスティバル
　�　県民、民間団体、NPO等との連携の
下、環境を大切にする気持ちを育て、大人
も子どもも一緒に楽しみながら「環境」に
ついて考えるイベントです。

②マイボトル持参運動
　�　県民が手軽にできるプラスチックごみ削減の取組の一つとして、マイボトルの持参を
県民に働き掛けるポスターやリーフレットでの啓発活動、マイボトルが使用できる店舗
を「美の国あきたネット（秋田県公式ウェブサイト）」で紹介等を行っています。

③みんなでクリーンアップ作戦
　�　環境美化活動の推進を図るため、県職員
が通勤途中や庁舎周辺の清掃活動に自ら率
先して取り組む活動を実施しています。現
在は「あきたクリーンパートナー」にも参
加を呼び掛け、県民運動として展開してい
ます。

④ストップ・ザ・温暖化あきた県民会議
　�　県における地球温暖化対策の推進母体として、平成19年に設立されました。県民、
事業者、行政が幅広く参加、連携し、地球温暖化対策を積極的に推進することとしてい
ます。

⑤八郎湖環境学習推進事業
　�　県民、民間団体、大学等との連携の下、
八郎湖流域の小学校等を対象に八郎湖に関
心を持ってもらうための環境学習や「八郎
湖こども交流会」を開催しています。

各主体の連携・協働取組の紹介
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　	　本計画を実効性のあるものとし、効果的な施策を継続的に推進していくため、次のとおり計
画の進行管理をしていきます。

１　推進体制
　◯	　知事部局と教育庁の関係各課室で構成する「秋田県環境教育等推進庁内会議」において、
本計画に位置付けられる施策の推進状況について、毎年点検を実施します。

　◯	　法第８条の２に基づき設置する「秋田県環境教育等推進協議会」において、「秋田県環境
教育等推進庁内会議」での点検結果を踏まえ、本計画の推進状況について、毎年点検を実施
します。

　◯	　点検は、施策の５本柱それぞれにおいて、施策目標を代表する次の管理指標を踏まえて、
実施することとします。

　◯	　計画に基づく施策の実施状況については、環境マネジメントシステムの基本にのっとり、
ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い、継続的な改善を図っていきます。

◎管理指標
　	　人口減少が進む本県にあっては、現状を踏まえながらも、可能な限り高い指標値を設定する
こととします。

施策の柱 指　標 現　状
(2019年度)

目指すべき
指標値

(2030年度)

柱１ こどもエコクラブ会員数 2,862人 2,900人

柱２ あきたエコマイスター
（50代以下の割合） 17% 50%

柱３ 環境教育支援校数 10校 10校
(うち１校は新規)

柱４
柱５

あきたエコ＆リサイクル
フェスティバル来場者数 34,000人 24,000人

※波下線：2019年度は特殊事情により来場者が多かった。通常は22,000～27,000人

２　評価・見直し
　◯	　本計画の策定後、おおむね５年を目処に、取組内容や施策の進捗等について評価し、その
結果に基づいて、改定等の必要な措置を講じます。

　◯	　また、国の制度改定や社会・経済情勢の大きな変化等の環境教育を取り巻く状況の変化に
応じて、必要な見直しを行います。

計画の進行管理 第4章
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秋田県環境教育等推進協議会委員名簿
区　分 氏　名 役　職　等

学 校 教 育
及 び
社 会 教 育
関 係 者

佐藤　玲子
秋田県教育庁幼保推進課
　指導主事

大塚　久隆
秋田市立城東中学校
　校長

部谷　正樹
秋田県立秋田南高等学校
　教諭

川田　貴之
秋田県教育庁生涯学習課
　社会教育主事

学識経験者、
民 間 団 体 ・
環 境 団 体

木口　　倫
公立大学法人秋田県立大学生物資源科学部
　准教授

石黒　直樹
東部ガス株式会社秋田支社
　お客様窓口グループマネージャー

川越　政美
認定特定非営利活動法人
　環境あきた県民フォーラム　理事・事務局長

福岡　真理子
一般社団法人あきた地球環境会議
　理事・事務局長

公 募 委 員 後藤　千春
一般社団法人白神コミュニケーションズ
　代表理事

教 育 委 員 会 中山　恭幸
秋田県教育庁義務教育課
　課長

知 事 部 局 川村　之聡
秋田県生活環境部
　次長
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